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【産業雇用支援課】 TEL：(代 表) 0197-64-2111 

             (ﾀ ﾞ ｲ ﾔ ﾙ ｲ ﾝ) 工業係   0197-72-8242 

                  産業連携係 0197-72-8236 

                  雇用対策係 0197-72-8243 
 

 

【雇用対策協議会】   TEL：(直 通) 0197-72-8244 

                      TEL：(直 通) 0197-63-3533 
 

【企業立地課】   TEL：(代 表) 0197-64-2111 

             (ﾀ ﾞ ｲ ﾔ ﾙ ｲ ﾝ) 企業立地係 0197-72-8245 

                 整備係   0197-72-8326 
 

【商業観光課】   TEL：（代  表）0197-64-2111 

             (ﾀ ﾞ ｲ ﾔ ﾙ ｲ ﾝ) 商業係   0197-72-8240 

                  観光国際係 0197-72-8241 

  

北上市産業振興担当(組織表) 
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頑張る 企業 と 起業 を応援します。 

 工業をはじめ、商業、観光業及び農林業を包括的に支

援するとともに、産業間連携や起業による新事業の創出

を支援し、地域の持続的な発展と魅力のある地域産業の

振興を図ることを目的に設置された北上市の施設です。

試験測定機器を開放し技術の高度化を図るとともに、経

営の高度化を支援しています。 

 また、技術相談への対応、各種セミナーの開催、技術

支援制度や各種研修情報の提供、産学官や異業種間の連

携・交流事業の実施など地域企業向けの総合的な支援を

行っています。 

■支援内容 

 次の支援を行っています。詳しくはホームページをご覧ください。 

◆経営支援【産業支援アドバイザーが対応】 

 ☆経営相談   各種セミナー・講座の開催 

 ☆技術相談   講習・研究会の開催や技術相談 

 ☆連携支援   農商工連携、産学官連携、異業種交流の促進 

◆試験測定機器【無料測定機講習会実施中】 

精 密 測 定 室 環 境 試 験 室 

CNC三次元座標測定機(カール・ツァイス) 

真円度測定機 (ミツトヨ) 

表面形状測定機 (東京精密) 

測定顕微鏡 (オリンパス) 

電子顕微鏡 （日本電子) 

恒温恒湿室 (エスペック) 

デジタルマイクロスコープ 

(ハイロックス) 

イノベーションルーム 

☆マルチマテリアル・フルカラー３Ｄプリンタ「Stratasys J750」 

 36万色以上のカラーを再現。樹脂、透明材料、ゴムなど６種類の材料 

に対応！ 

☆３Ｄスキャナ「GO！SCAN50」 

 超高速・簡単３Ｄスキャニング！フルカラーでの３Ｄデータ取得が 

可能！ 

☆シミュレーションツール「ANSYS Discovery」 

 構想設計から各種解析、最適化まで、様々な設計業務に対応！ 

◆研修・会議室【社内研修などにご活用ください。】 

 ※使用料についてはホームページをご覧ください☞ 

  
★ 問合せ先 ★  

北上市産業支援センター（指定管理者㈱北上オフィスプラザ） 

北上市相去町山田２番地 35 

 TEL：0197-71-2181 FAX：0197-67-3704 

 URL：https://kitakamiisc.jp/ E-mail：mono@ginga-net.ne.jp 

開館時間：午前９時～午後９時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く） 

※会議室及び測定機器の利用は午後８時３０分まで 

北上市産業支援センター 

mailto:mono@ginga-net.ne.jp


4  

 

 

 

 

北上市産業支援センターでは次により最新の情報提供を行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎機器詳細が掲載。機器紹介動画あり。 

 ◎最新の補助金、説明会等セミナー情報が掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 北上市産業支援センターではメールマガジンを配信しています。国、県、市の補助

金・助成金やセミナーなど、幅広い情報から厳選した記事を定期配信でお届けしま

す。配信希望者は件名に『メルマガ配信希望』と入力し、次のアドレスまで電子メー

ルを送信してください。 

 

☆申込方法：次の項目をご記入の上、mono@ginga-net.ne.jpまで送信 

 ・企業名、TEL、FAX、ご担当（部署、氏名）、住所、受信するアドレス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報発信事業 

M o n oメ ル マ ガ 

ホ ー ム ペ ー ジ 
https://kitakamiisc.jp/ 

『北上市産業支援センター』 
     で検索 

mailto:mono@ginga-net.ne.jp
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※H31.4.1現在、満室です 

 
 

市では、新製品や新技術を開発しようとする企業等を育成し、地域産業の発展に資

するため、貸研究工場棟を設置しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 問合せ先 ★ 

  指定管理者 株式会社 北上オフィスプラザ 

    住所 北上市相去町山田２番地18 

    電話 0197-71-2171 ＦＡＸ 0197-71-2173 

 ｅメール office@kitakami.ne.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北上市貸研究工場棟 

【施設概要】 

所在地／北上市相去町山田２番地17（オフィスアルカディア・北上内） 

敷地面積／4,414.19㎡ 

建物構造／軽量鉄骨造平屋建て 

床面積・使用料月額／Ａ棟 489.71㎡ (２者で分割入居可能)  306,940円 

          Ｂ棟 343.10㎡        214,760円 

          Ｃ棟 343.10㎡        214,760円 

          Ｄ棟 220.93㎡        138,280円 

          Ｅ棟 424.32㎡        266,090円 

間取り／工場スペース、事務・研究室（冷暖房設備完備）、トイレ等 

入居期間／最長５年（ただし、審査を経て更新も可能） 

 

【入居資格】 

(1) 新製品又は新技術の開発を計画している次のいずれかの業種に属する者 

  ア 製造業 

  イ 機械設計業、エンジニアリング業 等 

(2) 地域企業の技術高度化等に寄与する大学等の試験研究機関 

※ 入居に際しましては、資格審査を行います。 

mailto:office@kitakami.ne.jp
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北上市技術交流センターは、工業技術の交流を促進するとともに、産業教育の進展に

寄与するために設置した施設です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細はホームページをご覧ください☟ 

 

 

★ 問合せ先 ★ 

北上市技術交流センター 

（指定管理者 北上工業クラブ） 

住所  北上市北工業団地１番６号 

電話   0197-66-3000 

ＦＡＸ 0197-66-3006 

ｅメール kouryuc@gmail.com 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kitakami-kogyo.com 

北上市技術交流センター 

【開館時間】 午前９時～午後９時 

【休 館 日】 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 

【使用申請】 所定の申請書をセンターに提出し、許可を受けてください。 

【使 用 料】 次の表のとおり 

名 称  区 分  面 積  
施設利用料(１回※につ

き) 

北 上 市  

技 術 交 流 セ ン タ

ー  

研 修 室 (1 )  82.0 0m 2  7,22 0円  物 品 の 販 売 そ の

他 の 商 行 為 を 行

う場合は、使用区

分 ご と の 使 用 料

を ５ 倍 し た 額 と

する。市外の者が

使用する場合は、

使 用 区 分 ご と の

使 用 料 を ２ 倍 し

た額とする。  

研 修 室 (2 )  88.0 0m 2  6,12 0円  

実 習 室  50.0 5m 2  3,92 0円  

会 議 室  35.4 2m 2  2,67 0円  

福 利 厚 生 室  34.8 8m 2  2,35 0円  

減免規定 

【100%減免】①北上市が主催する事業に使用するとき。②市内の保育所、幼稚園、小学校又は

中学校が教育又は保育活動のために使用するとき。③市内のスポーツ少年団、ボーイスカウ

ト、ガールスカウト、子ども会その他の少年団体が団体活動のために使用するとき。④市内に

居住する障がい者及び障がい者で構成する団体が使用するとき。  

【50%減免】①北上市が共催する事業に使用するとき。②市内の高等学校及び専門学校等が教

育活動のために使用するとき。③市内の農業団体及び商工団体が産業振興を目的とした活動に

使用するとき。④その他、市長が別に定める市内の団体が公共又は公益を目的とした活動に使

用するとき。  

 

※ １ 回 の 使 用 時 間 の 区 分 は 、 次 の と お り  

(1)  午 前 ９ 時 か ら 午 後 １ 時 ま で  

  (2)  午 後 １ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で  

  (3)  午 後 ５ 時 か ら 午 後 ９ 時 ま で  

mailto:kouryuc@gmail.com
http://www.kitakami-kogyo.com/
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北上市勤労者福祉施設「サンレック北上」は、勤労者の福祉の増進を図るとともに、雇

用の安定に資するため設置された施設です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北上市勤労者福祉施設「サンレック北上」  

（指定管理者 特定非営利活動法人フォルダ） 

 住所 北上市常盤台二丁目１番33号  

電話 0197-64-5500（ＦＡＸ兼用） 

ｅメール sunreckitakami@gmail.com 

 

 

 

 

北上市勤労者福祉施設「ハートパル北上」は、勤労者の福祉の増進を図るとともに、雇

用の安定を資するため設置された施設です。 

  

         ｅメール  tekkou@kitakami.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

北上市勤労者福祉施設「ハートパル北上」 

(指定管理者 斎藤鉄工㈱) 

住所 北上市藤沢21地割12番地11 

電話 0197-63-2251 FAX 0197-63-2252 

ｅメール  saito-co@kitakami.ne.jp  

北上市勤労者福祉施設「サンレック北上」

★ 問合せ先 ★ 

【開館時間】 午前９時～午後９時 

【休 館 日】 月曜日、12月29日～１月３日 

【使 用 料】  

種別 
施設利用料（１回につ

き） 
区分 使用料 冷暖房使用料 

体育室 １面１時間までごとに 
高校生以下 170 円 暖房を使用する場合は 100 分の

50 に相当する額を加算する。 一般 570 円 

職業技能 

講習室 
１時間までごとに   620 円 

  
研修室 １時間までごとに   620 円 

会議室 １時間までごとに   620 円 

     ※物品の販売その他商行為を行う場合は、使用料の５倍の料金となります。 

     ※市外の方が使用する場合は、使用料の２倍の料金となります。 

 

北上市勤労者福祉施設「ハートパル北上」 

【開館時間】 午前９時～午後９時 

【休 館 日】 月曜日、12 月 29 日～１月３日 

【使 用 料】  

種別 施設利用料(１回につき) 区分 使用料 冷暖房使用料 

体育室 １面１時間までごとに 
高校生以下 170 円  

一般 570 円 

研修室 1 １時間までごとに  310 円 

研修室 2 １時間までごとに  310 円 

教養室 １時間までごとに  310 円 

※物品の販売その他商行為を行う場合は、使用料の５倍の料金となります。 

※市外の方が使用する場合は、使用料の２倍の料金となります。 

★ 問合せ先 ★ 

 

 

file:///C:/Users/1278/Desktop/sunreckitakami@gmail.com
file:///C:/Users/1278/Desktop/tekkou@kitakami.ne.jp
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【主な事業メニュー】 

 

◆職業能力開発促進法の規定に基づく認定訓練 

 ◇令和６年度普通職業訓練「長期課程」 

建築板金科、配管科、建築設計科、機械加工科 

◆就職支援となるパソコン・簿記・介護等各種訓練 

◆各種資格取得講習会 

◇高所作業者運転技能講習 

◇玉掛け技能講習 

◇小型移動式クレーン運転技能講習 

◇フォークリフト運転技能講習 

◇車両系建設機械運転技能講習 

◇小型車両系建設機械運転特別教育 

◇フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 

◇伐木等の業務に係る特別教育 

◇低圧電気取扱特別教育 

◇足場組立て等の業務に係る特別教育 

◇アーク溶接特別教育 

 ◇刈払機取扱作業者安全教育 

 ◇新入社員研修（技術者向け） 

 ◇生産性向上支援訓練 

 ◇各種検定試験事前講習 

◆技術者の後継者育成事業への協力 

 【北上少年少女発明クラブ】 

 

 
ものづくり人材育成の拠点施設 

北上高等職業訓練校は、新たな時代に即応した職業訓練を行うものづくり人材育成の

拠点として、平成16年３月に北上市が認定職業訓練費補助金を導入して移転新築しまし

た。 

訓練校においては、職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練のほか、離転職者等を

対象とした受託訓練や在職者のスキルアップのための訓練などを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 問合せ先 ★ 職業訓練法人 北上職業訓練協会 

  北上高等職業訓練校 

   住所 北上市相去町山田２番地42 

   電話 0197-81-5577(代) 

ＦＡＸ 0197-81-5578 

   ホームページ http://kitakun.org 

 

北上高等職業訓練校 

校内設備 

・パソコン 40 台 

・溶接機７機 

 （アーク３・TIG２・MAG２） 

・機械加工、建築板金、木造建築、 

 建築設計、配管、建築塗装の各

実習設備 

午

９時～午後

９時 

http://kitakun.org/
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◆ ２学科３コース制。２年間でパソコンの基礎から応用までのスキルを習得 

【コンピュータ・ビジネス科】 

◇ビジネスコース 

   オフィスで即戦力となるコンピュータスキルと資格を取得 

    事務経理職、営業職、医療事務、システムアドミニストレータなど 

 ◇ビジュアルデザインコース 

   3Dデータを扱う3DCG・CADや、画像・動画・VR制作等のビジュアル化に特化したITス

キル、自らの課題の発見と解決策を実践する広義のデザイン力を習得 

   CGデザイナー、VRコンテンツ制作者、CADオペレーター、設計技術者など 

【コンピュータ・システム科】 

 ◇システム・ネットワークコース 

   ＩＴ産業を支える優れたコンピュータスペシャリストを育成 

    システムエンジニア、プログラマ、ネットワークエンジニア、 

    セキュリティエンジニア、カスタマーエンジニア、データベースエンジニアなど 

 

 

 

 

 

 

 
情報処理技術者の人材育成の拠点施設 

北上コンピュータ・アカデミーは、企業集積が進む中、産業の高度情報化に対応する

ため、平成３年に設立された施設です。国や岩手県からの支援を受けながら、北上市と

75社の会員企業により運営されています。 

現代社会においてあらゆる分野で必要とされるＩＴスキルを向上させる教育訓練を

行っています。同時に、人間力・社会人力をを磨き、社会で活躍する人材を育成してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 問合せ先 ★ 職業訓練法人 北上情報処理学園 

北上コンピュータ・アカデミー 

住所 北上市藤沢22地割123番地１ 

電話 0197-64-6551 ＦＡＸ 0197-64-6581 

ホームページ https://www.kca.ac.jp/ 

 

 

北上コンピュータ・アカデミー 

校内設備 

・サーバー ８種類  ・デスクトップＰＣ 200台以上 

・３Ｄプリンタ    ・レーザーカッター  

・モーションキャプチャ 

・VR用ヘッドマウントディスプレイ 

【 概 要 】 

https://www.kca.ac.jp/
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 北上雇用対策協議会は、北上市及び西和賀町の雇用環境の整備、改善等を促進すると

ともに、地域の発展を担う人材の確保、育成、定着等雇用の安定を図り、もって、産業

の健全な発展に寄与することを目的として設立されました。 

 主な事業は、ホームページ等による就職・雇用情報等の提供、管内高校生への企業情

報ガイダンス等就職支援、大学生等へのインターンシップ交通費助成等就職支援、一般

の方や企業向けの合同就職相談会等就職支援を行っております。 

 また、一般求職者の就労促進と職場定着の向上を図るために「ジョブカフェさくら」

を運営しています。 

 

人 材 育 成 セ ミ ナ ー 北上地域の企業の人材育成の支援を通し職場定着を図るため、階層

別のセミナーを開催しています。 

 

求 人 情 報 交 換 会  県内高等学校進路指導担当者を対象とした求人予定企業との面談会

を開催しています。 

 

ジ ョ ブ カ フ ェ さ く ら 一般求職者の就労促進と職場定着の向上を図るため、北上市からの委

託により、専属のカウンセラーによる職業に対する悩みや相談への対

応、就職活動の具体的なノウハウを提供しています。（例：履歴書、職

務経歴書の書き方／適職診断など） 

また、社内で悩みを抱えている方の相談対応など事業者向け支援も

行っています。 

 

企 業 デ ー タ ベ ー ス 市内の企業情報を公開し、自社の商品ＰＲやビジネスパートナー探し

に役立てていただくとともに、企業の人材確保、雇用の安定を図るこ

とを目的に運用しているサイトです 

（ＵＲＬ：https://kitakamidb.org/） 

 

 

 ○北上雇用対策協議会  

住所 北上市芳町１番１号 北上市役所 産業雇用支援課内 

電話 0197-72-8244（ダイヤルイン） ＦＡＸ 0197-64-2171 

ホームページ https://kitakami-kotaikyou.jp 

ｅメール job@kitakami.ne.jp 

 

 ○ジョブカフェさくら 

               住所 北上市芳町２番８号 岩手県北上地区合同庁舎１階 

               電話・ＦＡＸ 0197-63-3533 

               

 

 

 

 

                                        

★  問合せ先  ★ 

北上雇用対策協議会 

ホームページ    X      Facebook     LINE 

https://kitakamidb.org/
https://kitakami-kotaikyou.jp/
mailto:job@kitakami.ne.jp
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ゆうあいサービスセンターは、中小企業で働く方々の福 

利厚生支援を行う一般社団法人です。 

会員からの会費により、勤労者福祉事業を運営し、中小企 

業が単独では実施が難しいと思われるさまざまな福利厚生サ 

ービスを行っています。 

 

 ★ 問合せ先 ★   一般社団法人 北上地区勤労者福祉サービスセンター 

            住所 北上市芳町２番８号 北上地区合同庁舎２階 

            電話 0197-62-0033 ＦＡＸ 0197-62-0044 

            ホームページ https://www.youi-sc.com 

            メール youi-info@youi-sc.com 

 

北上雇用対策協議会 

 

 

（一社）北上地区勤労者福祉サービスセンター 

【入会資格】①北上市・西和賀町の中小企業の従業員とその事業主 

     ②北上市・西和賀町にお住まいの中小企業にお勤めの方 

     ③北上市・西和賀町にお住まいの自営業及び農業に従事している方 

（中小企業とは、従業員数300人以下の企業を対象としております。） 

【入 会 金】会員１人あたり １，０００円 

【会  費】会員１人あたり 月額８００円 

【事業内容】 

◆慶弔見舞事業 

・結婚や子の出生等の祝金並びに会員本人やご家族の死亡弔慰金などの共済給付事業

を実施しています。 

◆健康管理・増進事業 

・人間ドックや生活習慣病予防健診、定期健康診断に助成しています。 

・コナミスポーツクラブ北上を法人会員料金でご利用いただけます。また、森山総合

公園、北上総合体育館の利用には100円を助成します。 

・インフルエンザ予防接種費用の助成を行っています。 

◆資格取得・自己啓発支援事業 

・国家資格の取得や技能検定への助成を行っています。 

・地区内企業と協力して会員のニーズにあった教養講座を開催します。 

◆余暇活動支援事業 

・イオンシネマ北上のチケットを会員価格（1,000円）で販売しています。 

・岩手県内外の公演チケットを会員価格で販売しています。 

◆その他 

・指定店や提携施設での利用について割引サービスがあります。 

https://www.youi-sc.com/
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平成15年５月に北上市に設置された「金型技術研究センター 新技術応用展開部門」

は、市から岩手大学への寄附により設置された日本で初めての寄附研究部門です。①

地域企業のニーズをベースにした共同研究や②地域技術者のリカレント教育・先端技

術講義を行っていますので、ぜひご利用ください。 

 

 

 

★ 問合せ先 ★  金型技術研究センター 新技術応用展開部門  

  住所 北上市相去町山田２番地35 産業支援センター内 

  電話 0197-67-0585 ＦＡＸ 0197-67-0586 

ｅメール kanagata@kitakami.ne.jp  

 

 

 

 

 

株式会社北上オフィスプラザは中小企業基盤整備機構、岩手県、北上市及び民間企

業の出資により設立した第３セクターで、人材育成、交流促進、情報提供及び新産業

創出支援などの事業を実施し、企業活動を支援しています。 

 

【賃貸オフィス】 

  ・室面積 16.00㎡～176.56㎡ 

  ・賃貸料 １か月当り 賃料2,300円/㎡(税別)、共益費780円/㎡(税別) 

【ＳＯＨＯオフィス】 

  ・新規事業を計画する者、または個人で事業展開を計画する者を支援 

１ブース面積 4.2㎡～6.0㎡ 賃料5,000円/㎡(税別) 冷暖房費込み 

 【セミナールーム(１)･(２)】 

  ・セミナー、会議、展示会などに利用できます。 

定員 各42名 使用料1,570円(１部屋１時間あたり。別途冷暖房費、同520円) 

 

★ 問合せ先 ★   株式会社 北上オフィスプラザ 

住所 北上市相去町山田２番地 18  

            電話 0197-71-2171 ＦＡＸ 0197-71-2173 

            ｅメール office@kitakami.ne.jp 

            ホームページ https://kop.jp/op/ 

岩手大学金型技術研究センター 

【これまでの研究テーマ】 

○樹脂材料特性のバラツキが成形品の品質に

及ぼす影響についての基礎的研究  

○難加工材の超精密プレス技術とその応用製品の開発 

○マイクロ成形機の研究開発 

○プラスチック成形における微細形状の転写性の研究 

○金型を用いたプラスチックＤＮＡチップの製造技術 

○画像処理法やＡＥ法による製品検査技術  

○金型の摩耗に関する研究  

○金型の防食機構と防食装置の研究開発  

北上オフィスプラザ 

 

 

 

mailto:kanagata@kitakami.ne.jp
mailto:office@kitakami.ne.jp
https://kop.jp/op/
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この補助金は、ものづくり中小企業者が他企業又は大学等と共同で行う開発事業に必

要な経費の一部を補助することにより、地域産業の技術高度化及び高付加価値化の推進

並びに新たな産業分野への進出を促進することを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は市ホームページからご確認ください☞ 

★ 問合せ先  ★  北上市商工部産業雇用支援課工業係  

   電 話 0197-72-8242（ダイヤルイン）  

ＦＡＸ 0197-64-2171 

ｅメール sangyo@city.kitakami.iwate.jp 

 

 

 

 

 

ものづくり中小企業者の脱炭素経営の取り組みを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は市ホームページからご確認ください☞ 

★ 問合せ先  ★  北上市商工部産業雇用支援課工業係  

   電 話 0197-72-8242（ダイヤルイン）  

ＦＡＸ 0197-64-2171 

ｅメール sangyo@city.kitakami.iwate.jp 

 

【対 象 者】 次のすべてを満たす事業者とします。 

１.市内に事業所を有し、かつ、当該事業所が事業実施主体となって、補助対象事業に取り組

むものづくり企業であること 

           ２.納期の到来している市税を滞納していない者であること 

           ３.代表者及び役員が北上市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員でない者であ

って、かつ、それらと密接な関係を有しない者であること  

【対象事業】 補助対象者が他の企業や大学等と共同して実施する、付加価値の高い新製品若しくは新技術の

開発、新規市場への参入又は製品のシェア拡大に係る事業とします  

【補 助 金】 補助率：対象経費の２分の１  補助限度額：100万円（予算の範囲内で決定します。） 

 

 

北上市ものづくり企業チャレンジ支援事業補助金 

北上市ものづくり企業カーボンニュートラル補助金 

【対  象  者】 次のすべてを満たす事業者とします。 

１. 北上市内に事業所を有するものづくり中小企業者であること 

２. 納期の到来している市税を滞納していない者であること 

３. 代表者及び役員が北上市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員でない者であっ

て、かつ、それらと密接な関係を有しない者であること 

【補助内容】 

補助対象事業 補助率 補助上限額 

脱炭素経営のために専門家から受ける以下に該当する事業 

・現状分析や課題把握を目的とした診断の受診費用 

・脱炭素化促進を目的とした計画等の策定費用 

1/2 50 万円 

一般財団法人省エネルギーセンター、又は省エネお助け隊に

よる省エネ診断受診費用 
全額 ２万円 

役員又は従業員を対象とした脱炭素経営に関する研修費用 1/2 10 万円 

 

mailto:kougyo@city.kitakami.iwate.jp
mailto:kougyo@city.kitakami.iwate.jp
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生産性向上に必要な知識・スキルを習得するためのセミナー受講料を補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             詳細は市ホームページからご確認ください☞ 

 

★ 問合せ先  ★  

 北上市商工部産業雇用支援課工業係  

   電話 0197-72-8242（ダイヤルイン）  

ＦＡＸ 0197-64-2171 

ｅメール sangyo@city.kitakami.iwate.jp 

 

 

 
 令和６年度の雇用・労働分野の助成金については、厚生労働省ホームページをご確

認ください。 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html ) 

 

 

 

 

 

 

 

★ 問合せ先  ★ 

 北上市商工部産業雇用支援課雇用対策係   

 電話  0197-72-8243（ダイヤルイン） ＦＡＸ 0197-64-2171 

ｅメール sangyo@city.kitakami.iwate.jp 

雇用関係各種給付金パンフのご案内 

 

【おもな内容】①雇用維持関係の助成金 ②在籍型出向支援関係の助成金 ③再就

職支援関係の助成金 ④転職・再就職拡大支援関係の助成金 ⑤雇入れ関係の助成

金 ⑥雇用環境整備等関係の助成金 ⑦仕事と家庭の両立支援関係等の助成金 ⑧

人材開発関係の助成金 

 

【補助対象者】 次のすべてを満たす事業者  

１. 北上市内に事業所を有するものづくり中小企業者であること 

２. 納期の到来している市税を滞納していない者であること 

３. 代表者及び役員が北上市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員でない者であっ

て、かつ、それらと密接な関係を有しない者であること 

 

【対象事業】  補助対象者が従業者（役員及び個人事業主を含み、市内に勤務するものに限る）に

受講させる公的支援機関が行うセミナーであり、次に掲げるものをテーマとするもの 

         ・経営企画、財務分析又は販売若しくは営業力の向上に関するもの 

         ・生産管理又は生産技術に関するもの 

 

【補  助  金】 補助率２分の１  上限：５万円（１会計年度中） 

北上市ものづくり生産性向上人材育成支援補助金 

mailto:kougyo@city.kitakami.iwate.jp
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
mailto:sangyo@city.kitakami.iwate.jp
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北上市では、産業分野を問わず、新製品又は新サービスの開発又は提供、６次産業化、起

業・創業などを行うことによる新事業創出を積極的に支援します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

企画 
・ 

設計 

試作 
・ 

機器等整備 
 

量産 
・ 

販売 
性能検査 

・指導に係る 
謝金、旅費 

・開発費 

・性能検査費 ・機器設備費 
・施設整備費 
・知的財産権 

等関連経費 

・展示会、 
商談会出展 
経費 

・広告宣伝費 

補助
対象
経費 

【補助対象事業】 補助対象者が行う、新製品又は新サービスの開発、新販路の開拓、

新販売方法の導入、６次産業化の事業等、市長が新事業と認めるもの 

【補助対象経費等】 

補助対象経費 補助対象者 補助率 補助限度額 

指導に係る謝金及び旅

費、開発費、機器設備

費、施設整備費、性能

検査費、知的財産権関

連経費、展示会及び商

談会出展経費、広告宣

伝費 

１ 市内の中小企業者(個人事業主を含

む)又は事業年度内に起業を予定して

いる個人 

1/2 

100万円 

 
２ 市内の第１次産業に従事する個人

若しくは法人又は集落営農組織 
2/3 

１又は２に該当する者を主たる構成員

とする３者以上で構成するグループ 

 

公募要領及び申請書は、市公式ホームページにて公開します。「北上市新事業創出支援事

業補助金」で検索ください。 

 

★ 問合せ先  ★  

北上市産業雇用支援課産業連携係  

        電  話  0197-72-8310（ダイヤルイン） 

        ＦＡＸ  0197-64-2171 

        eﾒｰﾙ sangyo@city.kitakami.iwate.jp 

基本 

構想 

新事業創出に係る経費の 

２分の１を補助 
（上限１００万円） 

北上市新事業創出支援事業補助金 

本補助事業の範囲（イメージ図） 

<事業スケジュール> 

【4/17（水）～5/31（金）】 公募期間 

【4月下旬】        説明会 

【６月上旬       】 審査会 

【事業採択の日～ 

   令和７年3月31日】  事業対象期間 

グループ申請、農業者の場合 

３分の２補助 

新販路開拓 
・ 

新販売方法 
 

 

mailto:sangyo@city.kitakami.iwate.jp
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工場等を新設する際に要する土地、建物及び機械設備等、固定資産の取得のための

経費について補助を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 問合せ先 ★ 

  北上市商工部企業立地課 

   電話 0197-72-8245（ダイヤルイン） ＦＡＸ 0197-64-2171 

ｅメール ritti@city.kitakami.iwate.jp 

 

  

北上市企業立地促進補助金 

【対象者及び補助金額】 

日本標準産業分類による製造業、ソフトウェア業及び自然科学研究所で、次の表の

要件を具備するもの 

 

 

 

 

 

 
 
【対象経費】 土地購入費、工場等建設費、機械設備費 

【対象地域】 都市計画法における用途地域のうち工業専用地域、工業地域、準工業

地域（※準工業地域にあっては、北上工業団地、北上機械鉄工業団地、

北上産業業務団地、北上流通基地及び北上北部産業業務団地に限る） 

       そのほか市長が必要と認める地域 

【手続時期】 

・工場等の建設着手日（注２）の 30 日前までに認定を受ける 

・認定から３年以内に操業開始する 

・操業開始から１年以内に補助金交付申請を行う 

 

注１）  最終雇用計画は 20 名以上であること 

注２）  土地や建物を取得する場合は、売買契約締結日 

認定前に取得した資産は補助対象外 

新規常用雇用者 
（県内居住者） 

固定資産投資額 補助金の額 補助限度額 

10 人以上 （注１） 1 億円以上 
固定資産投資額の
10 分の 1 以内の額 

同一工場等で３億円 

 注１）最終雇用計画が20名以上で、認定企業に認定後３年以内の操業であること  
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工場等を新設・増設・移転する際に要した土地、建物及び機械設備等の新たな固定資産

税相当額を補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 問合せ先  ★ 

北上市商工部企業立地課 

   電話 0197-72-8245（ダイヤルイン） ＦＡＸ 0197-64-2171 

ｅメール ritti@city.kitakami.iwate.jp 

 

北上市企業設備投資奨励補助金

固定資産投資額 設置の別 補助金の額 

50 億円未満 

新設 新設分の固定資産税相当額以内  

増設又は移転 

増設又は移転分の固定資産税相当額以内と

し、同一工場等で各年 2,000 万円を限度と

する 

50 億円以上 
新設、増設 

又は移転 

新設、増設又は移転分の固定資産税相当額

以内で、市長が定める額 

 注１）交付期間：事業の用に供した後の固定資産課税初年度を含む３年間  
 注２）新設、増設又は移転は、令和５年３月31日までに事業の用に供した固定資産に

限る 

【対 象 者】 日本標準産業分類による製造業、道路貨物運送業、倉庫業及びこん包業、卸

売業で、以下の要件を具備するもの  

・固定資産投資額が 3,000 万円以上であること 

・新規雇用者が５名以上であること（県内居住が条件） 

 ※移転の場合は、固定資産投資前の常用雇用者が維持されていること 

・購入した土地にかかる固定資産税を補助対象とする場合は、取得から１年

以内に工場等の建設に着手した場合に限る  

【対象経費】 事業に要する土地、建物、機械設備（償却資産については、新たに設置した

工場等に付属する設備に限る） 

【対象地域】 都市計画法における用途地域のうち工業専用地域、工業地域及び準工業地  

       （※準工業地域にあっては、北上工業団地、北上機械鉄工業団地、北上産業

業務団地、北上流通基地及び北上北部産業業務団地に限る） 

【補助金額】 対象経費にかかる固定資産税相当額（次の表のとおり）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定資産投資額  設置の別  補助金の額  

50 億円未満  

新設  新設分の固定資産税相当額以内  

増設又は移転  

増設又は移転分の固定資産税相当額以内と

し、同一工場等で各年 2,000 万円を限度と

する 

50 億円以上  
新設、増設  

又は移転  

新設、増設又は移転分の固定資産税相当額

以内で、市長が定める額  

 注１）交付期間：事業の用に供した後の固定資産課税初年度を含む３年間  
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 市内中小企業者が低利で事業資金の融資を受けられるように、北上市が利子、信用

保証料の一部を補助するものです。 

 

【対象者】 

 次の全てを満たす必要があります。 

 

①市内に住所を有する個人又は本店を有する法人。ただし、創業資金の場合は、市                                   

内に開業しようとする県内に住所を有する個人又は本店を有する法人 

②市内に事業所若しくは店舗又は工場を有し、１年以上同一事業を営んでいる者。                                  

ただし、創業資金については、申請時にこれから事業を開業しようとする者であ

って、かつその事業を遂行できる見通しがあると認められる者 

③納期の到来した市税を完納している者 

④岩手県信用保証協会の保証実施要綱で規定する保証対象業種を営む者 

⑤取扱金融機関から融資を受けた者 

 

【取扱金融機関】 

岩手銀行、北日本銀行、東北銀行、七十七銀行、北上信用金庫の市内本支店 

 

【対象となる融資】 

 県制度：岩手県小口事業資金（普通小口資金、小規模小口資金）、いわて起業家育

成資金（創業資金）、岩手県商工観光振興資金 

 市制度：北上市一般中小企業融資、北上市小規模企業融資 

 

（参考） 

 このような方には次の資金が使用できます。 

・小規模企業の方 

 →岩手県小口事業資金（小規模小口資金）、北上市小規模企業融資 

・新たな事業を開始しようとする方 

 →いわて起業家育成資金、北上市一般中小企業融資 

・変動金利が良い方 

 →岩手県商工観光振興資金 

・金額1,250万円以上借り入れしたい方 

 →岩手県商工観光振興資金、北上市一般中小企業融資 

・期間設備資金７年超、運転資金５年超借り入れしたい方 

 →岩手県商工観光振興資金、北上市一般中小企業融資、北上市小規模企業融資 

 その他お使いみち、企業規模等を考慮の上、選択してください。 

 なお、借り入れには金融機関、信用保証協会の審査があります。 

 

 

 

  

 

北上市中小企業向け制度融資 
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※１ 保証付き融資残高との合計で 2,000 万円の範囲内の新規保証に限る。 

※２ 利用できるのは、借入金額 1,250 万円超または運転資金借入期間が５年超、設

備・併用資金借入期間が７年超のもの 

※３ 事業者負担率は、貸付利率＋信用保証料率－市の補助率 

 

 

   制度利用例 

    次の条件で「北上市小規模企業融資」を受ける場合 

     借入期間：７年間 

     借 入 額：5,000,000 円（貸付利率：2.9％、保証料率：0.8％） 

     返 済 額：60,000 円／月 

       完済まで（７年間）の総額（概算） 

 支 払 額 市の補給額 実質支払額 

貸付利息 509,000円 175,000円 334,000円 

保 証 料 112,000円 56,000円 56,000円 

合  計 621,000円 231,000円 390,000円 

 

 

★ 問合せ先 ★ 

  北上市商工部商業観光課商業係 

   電話 0197-72-8240（ダイヤルイン） ＦＡＸ 0197-64-2171 

   ｅメール shokan@city.kitakami.iwate.jp 

 

  

資金名
岩手県小口事業資金
(普通小口資金)

岩手県小口事業資金
(小規模小口資金)

いわて起業家育成
資金(創業資金)

岩手県商工観光振
興資金

小規模企業融資

企業規模 中小企業者 小規模企業者
これから開業しよう
とする中小企業者

中小企業者 小規模企業者

資金使途
運転資金
設備資金

運転資金
設備資金

開業資金
運転資金
設備資金

運転資金
設備資金
併用資金

開業資金
運転資金
設備資金
併用資金

借入額 1,250万円以内
1,250万円以内

※１
1,000万円以内 2,500万円以内

2,500万円以内
※２

1,000万円超
1,250万円以内

1,250万円以内

貸付期間
（据置期間
１年以内）

10年以内
運転資金７年以内
設備資金10年以内

運転資金７年以
内／設備・併用
10年以内 ※２

10年以内
運転資金５年超７
年以内／設備・併
用７年超10年以内

金利種類 変動金利

貸付利率
３年以内＝年2.1％
以内／３年超＝年
2.3％以内

３年以内＝年1.95％
以内／３年超＝年
2.15％以内

３年以内＝年
2.0％以内／３年
超＝年2.2％以内

３年以内＝年
1.9％以内／３年
超＝年2.1％以内

年2.9％以内

信用保証料率 年0.45～1.5％ 年0.45～1.5％ 年0.7％ 年0.45～1.5％

市補助

事業者負担率
※３

３年以内＝年1.55～
2.6％以内
／３年超＝年1.75～
2.8％以内

３年以内＝年0.9～
1.95％以内
／３年超＝年1.1～
2.15％以内

３年以内＝年
1.7％以内
／３年超＝年
1.9％以内

３年以内＝年1.35
～2.4％以内
／３年超＝年1.55
～2.6％以内

年1.625～2.25％
以内

↓市が利子と信用保証料の一部を補助

３年以内＝年1.925～2.55％以内
／３年超＝年2.125～2.75％以内

岩手県制度 北上市制度

運転資金５年以内
設備資金７年以内

固定金利

↓市が利子の一部を補助

中小企業者

一般中小企業融資

固定金利

３年以内＝年2.7％以内
／３年超＝年2.9％以内

年0.45～1.7％

mailto:shokan@city.kitakami.iwate.jp
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市では、平成18年４月に市内に設置された国立大学法人岩手大学大学院工学研究科 

金型・鋳造工学専攻（現総合科学研究科地域創成専攻）が持つ金型技術分野の研究・

教育機能を活用し、地域の金型関連産業の技術高度化を促進及び地域産業の振興を図

るため、同大学に基盤技術高度化推進事業を委託して実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各講座の開催日等は、金型技術研究センターのホームページをご確認ください。 

金型技術研究センターホームページ 

http://www.kitakami.ne.jp/kanagata/gyouji.html 

 

 

  北上市商工部産業雇用支援課工業係  

電話 0197-72-8242（ダイヤルイン） ＦＡＸ 0197-64-2171 

ｅメール sangyo@city.kitakami.iwate.jp  

 

 

★ 問合せ先  ★ 

【実施期間】国立大学法人岩手大学  

【実施場所】岩手大学金型技術研究センター（P12参照） ほか 

【主な事業内容】 

１ 企業との共同研究  

  金型を中心とした基盤技術関係の共同開発を行います。  

２ 技術相談  

  金型に関する技術相談に対するほか、岩手大学全体へのコーディネートを行います。  

３ 人材育成  

 (1) ものづくり人材階層別講習  

   地域中小企業が必要としている講座を、職務やキャリアに応じて実施します。  

(2) 金型技術者レベルアップ講習  

課題解決や技術開発に必要な力を習得するため、金型に関する基本的な知識・技術から

先端の技術情報までを体系的に学ぶ講義と実習を行います。  

岩手大学による 

基盤技術高度化推進事業 

mailto:sangyo@city.kitakami.iwate.jp
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市では、市内に立地する企業の近況やニーズを正確に把握し、タイムリーで適切な施策

を展開していくため、毎年100社程度の企業訪問を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 ※その他、常日頃から職員が企業との連携を図るため、訪問するよう心がけております。 

 

 

  北上市商工部産業雇用支援課工業係 

   電話 0197-72-8242（ダイヤルイン） ＦＡＸ 0197-64-2171 

ｅメール sangyo@city.kitakami.iwate.jp  

 

 

 
 

市では、優れた技能をもって市の産業の発展に功労のあった技能者を表彰することに

より、技術尊重の気運を高めるとともに技能者の地位の向上を図ることを目的に北上市

技能功労者表彰を行っております。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北上市商工部産業雇用支援課工業係  

  電話  0197-72-8242（ダイヤルイン） ＦＡＸ 0197-64-2171 

ｅメール sangyo@city.kitakami.iwate.jp  

 

北上市企業状況調査（企業訪問） 

★ 問合せ先 ★ 

北上市技能功労者表彰 

【調査方法】 市長及び市幹部職員によるヒアリング調査  

【調査対象企業】 製造業を中心に市内に立地する企業等約100社。立地後間もない企

業やその時注目されている業種等を優先的に対象とします。  

【調査内容】 景況感、業界の動向、雇用状況・新規採用見込み、市への要望等  

【実施時期】 例年７月、１～２月頃に実施しています。 

★ 問合せ先 ★ 

【表彰の種類】 

 ①  卓越技能功労章  

 ②  青年卓越技能功労章  

【表彰基準】 

 ① 市内の事業所に就業している技能者で、その技能が優秀で他の模範となる者、後

進の指導・育成に寄与した者、又は技能に関する工夫、改善等により生産性の向

上に努め、産業の発展に寄与した者  

 ② 市内の事業所に就業している技能者で、技能に関する工夫、改善等による生産性

の向上を通じて産業の発展に寄与し、将来を嘱望される者  

【選定方法】 

   各業界団体等より推薦いただいた技能者について、審査委員会が審査を行い、審

査結果を踏まえて市長が決定します。 

mailto:sangyo@city.kitakami.iwate.jp
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 いわてデジタルエンジニア育成センターでは、３次元デジタル技術者の育成と、地

場企業への３次元デジタル技術支援を行っています。  

 北上市は、３次元ものづくり技術人材育成事業により、同センターの人材育成事業

を補助しています。 

 

■いわてデジタルエンジニア育成センター  

【主な事業内容】 

１ 人財育成事業 

３次元デジタル技術者の人材育成の拠点として、企業在職者、学生向けに CATIA、

SolidWorksなど、３次元技術者の人材育成講座を実施します。  

    ア 定期講習の開催 

    イ オーダーメイド講習の開催 

    ウ 教講師派遣講習の開催 

    エ 求職者向け３次元ものづくり講習の開催  

 

２ 企業向けデジタルものづくり課題解決、運用アドバイス支援  

個々の企業では導入の難しいＣＡＥ/３Ｄプリンタ/ＣＡＭ/ＣＡＴ/リバースエ

ンジニアリング関連機器やソフトを設置し、地域企業に対して技術指導や導入

に向けた支援を行う。 

    ア 企業の３次元活用課題の技術解決支援  

    イ 企業の３次元ものづくり運用アドバイス支援  

 

３ ３次元設計能力検定等の実施 

  特定非営利活動法人３次元設計能力検定協会が推進する同検定など、東北エリ

アの学生、企業在職者、求職者が当市で受験できる環境を整備し、「人が集まる

地域」「仕事が集まる地域」として、工業における東北の拠点化を支援する。  

    ア ３次元設計能力検定 

    イ ＣＡＤ利用技術者試験 

    試験会場 いわてデジタルエンジニア育成センター  

 

 

 

 

★ 問合わせ先 ★ いわてデジタルエンジニア育成センター  

住 所 北上市相去町山田２番地18 

ＴＥＬ  0197-62-8080 

ＦＡＸ  0197-62-8081 

ＨＰ   http://kop.jp/ide/ 

ｅメール iwatedeinfo@iwate-de.jp 

 

 

 

 

３次元ものづくり技術人材育成事業 

 

http://kop.jp/
mailto:iwatedeinfo@iwate-de.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（北上市が誇る郷土芸能「鬼剣舞」） 

 

 

 

 

 


